
特定業務施設

地方拠点強化税制の概要（現行制度）

【参考】内閣府地方創生推進事務局・地方拠点強化税制HP（https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/sakusei.html）

90万円（移転型）
最大

／30万円（拡充型）税額控除
雇用促進税制︓
増加した従業員に対して税額控除

and/or

オフィス減税︓
建物等の取得価額に対して税額控除等

or

東京23区からの
特定業務施設の
移転

※ 首都圏の一部は対象外

地方における
特定業務施設の
拡充
※ 首都圏、中部圏、近畿圏
の一部は対象外

措置内容 税額控除 ７％（移転型）／ ４％（拡充型）
or

特別償却 25％（移転型）／15％（拡充型）

最大

（1人当たり）（３年間で最大170万円）

事務所※ 研究所 研修所
※ 本税制の対象となる事務所は、調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門、商業事
業部門（一部）、情報サービス事業部門、サービス事業部門（一部）のために使用されるもの。

保育所、学童等

令和６年度より対象化（オフィス減税のみ）

特定業務児童福祉施設

 地方における雇用の創出を通じて地方への新たな人の流れを生み出すため、平成27年度に創設。地域再生法に基づ
き、地方において事務所等の特定業務施設を整備する企業（東京23区→地方／地方→地方／地方での拠点整
備）に対し、オフィスの取得価額や雇用者増加数に応じた税額控除等を措置するもの。
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資料９

https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/sakusei.html


認定件数・雇用創出数

【認定件数】 ：809件（移転型事業 76件、拡充型事業 733件）

【雇用創出数】：33,431人（移転型事業 1,593人、拡充型事業 31,838人） ※新規採用者と、他の事業所からの転勤者の合計

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定実績（令和７年11月末現在※）
※ 令和７年12月15日までに都道府県から情報提供を受けたもの

年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 計

認定件数 77 79 71 101 76 70 68 83 73 65 46 809

移転型事業 ５ ９ ３ 12 ６ ９ ７ 13 6 5 1 76

拡充型事業 72 70 68 89 70 61 61 70 67 60 45 733

 認定件数の推移

 雇用創出数の推移

H27.10~R７.11 計

雇用創出数 33,431
移転型事業 1,593
拡充型事業 31,838
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企業の地方移転等を促進し、地方における雇用創出を図るため、 適用期限を２年間延長（令和10年３月31
日まで）するとともに、オフィス減税について一部見直しの上、企業へのインセンティブを高めるため、税額控除率等
の引上げや中古資産の購入・改修を対象に追加。なお、雇用促進税制については、オフィス減税（拡充部分）へ
一本化。

令和８年度税制改正要望の結果

措置内容

※ 適用対象資産の取得価格合計額が大企業4,500万円以
上、中小企業1,000万円以上が対象であり、本税制措置
の対象となる金額は80億円が限度。

※ 集中地域以外の地域からの転勤者は雇用者増加数の対
象外。

※ 整備計画の認定を受けた日から特定建物等を事業の用に
供した日の属する事業年度終了の日までの期間に事業主
都合の離職者がいないこと。

※ 雇用促進税制はオフィス減税（拡充部分）へ一本化。
（必要な経過措置を設定。）
※ 税制措置以外に、固定資産税等の減免に対する減収補填
措置や地方創生交付金の弾力化措置等が活用可能。

東京23区からの
特定業務施設の移転

地方における
特定業務施設の拡充

or
※ 首都圏の一部は対象外 ※ 首都圏、中部圏、近畿圏の

一部は対象外※ 平成30年度税制改正において中
部圏、近畿圏の一部を対象地域に
追加

オフィス減税：
建物等の取得価額に対して税額控除等

or
税額控除 ７％（移転型）／ ４％（拡充型）

特別償却 25％（移転型）／15％（拡充型）

税額控除 ４％（移転型）／ ２％（拡充型）

特別償却 15％（移転型）／10％（拡充型）
or

上乗せ措置※

特別償却 25％（移転型）／20％（拡充型）

税額控除 ８％（移転型）／ ５％（拡充型）※大企業 ：投資価額10億円以上 + 特定業務
施設で勤務する従業員60名以上の増加
中小企業：特定業務施設で勤務する従業員20
名以上の増加

拡充

拡充

or

新築／増築／新築の購入

中古資産の購入／改修

延長

特定業務施設 事務所※

※本税制の対象となる事務所は、調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理
業務部門、商業事業部門（一部）、情報サービス事業部門、サービス事業部門（一部）のために使用されるもの。

※「商業事業部門（一部）」及び「サービス事業部門（一部）」は、令和６年度税制改正において対象に追加。

研究所 研修所
保育所、学童等

特定業務児童福祉施設

※令和６年度税制改正において対象に追加
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都道府県別 認定件数（令和７年11月末現在）

4

雇用創出数 雇用創出数
の合計 の合計

1 北海道 19 528 25 滋賀県 20 2,154
2 青森県 2 27 26 京都府 14 2,456
3 岩手県 12 356 27 大阪府 4 1,042
4 宮城県 26 1,020 28 兵庫県 22 913
5 秋田県 10 117 29 奈良県 6 33
6 山形県 3 61 30 和歌山県 6 34
7 福島県 22 315 31 鳥取県 12 67
8 茨城県 50 4,699 32 島根県 9 284
9 栃木県 28 438 33 岡山県 16 305
10 群馬県 19 2,291 34 広島県 35 1,358
11 埼玉県 1 12 35 山口県 16 288
12 千葉県 6 90 36 徳島県 7 78
13 東京都 ー ー 37 香川県 9 100
14 神奈川県 ー ー 38 愛媛県 5 71
15 新潟県 41 584 39 高知県 4 45
16 富山県 36 1,766 40 福岡県 73 3,371
17 石川県 22 317 41 佐賀県 3 181
18 福井県 22 489 42 長崎県 1 150
19 山梨県 12 1,258 43 熊本県 12 86
20 長野県 15 123 44 大分県 5 119
21 岐阜県 11 213 45 宮崎県 24 307
22 静岡県 104 2,550 46 鹿児島県 11 372
23 愛知県 18 1,986 47 沖縄県 1 30
24 三重県 15 347 - 全国合計 809 33,431

特定業務施設整備計画

認定件数 認定件数
番号 都道府県

特定業務施設整備計画
番号 都道府県



地方自治体施策の可視化
 HPを改修し、都道府県の支援施策のページを追加

5出典：内閣府地方創生事務局HP



都道府県の企業立地補助金等（本社機能）の見える化

• 地域再生法に基づく認定件数と47都道府県の施策情報と認定実績を一覧化。

6出典：内閣府地方創生事務局HP
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